
船舶事故調査報告書 

令和３年１０月６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 令和２年１２月４日 ００時４５分ごろ 

発生場所 関門港若松航路（若松航路第１号灯浮標） 

若松洞
どう

海
かい

湾口防波堤灯台から真方位１４２°１,１３０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５６.０′ 東経１３０°５１.５′） 

事故の概要 引船玉
ぎょく

竜
りゅう

丸は、台船Ｄ－３００１をえい
．．

航して東北東進中、Ｄ－

３００１が灯浮標に衝突した。 

事故調査の経過 令和２年１２月１５日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 玉竜丸、１７０トン 

１３７２４４、有限会社ダイワマリン、大和海工株式会社（船

舶借入人） 

Ｂ 台船 Ｄ－３００１、総トン数なし（全長６５ｍ） 

   なし、洞海マリンシステムズ株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、四級（航海）（履歴限定） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首部外板に擦過傷 

灯浮標 防護枠に曲損、太陽電池モジュールに破損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.７ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長ほか５人が乗り組み、Ｂ船を約１００ｍのえい
．．

航索で

繋
つな

いで全長約１９３ｍの引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構

成し、Ｂ船が北北東風の影響により南南西方に圧流されて航路外に位

置する状態で、若松航路を徐々に増速しながら東北東進した。 

船長は、Ａ船が若松航路第１号灯浮標（以下「本件灯浮標」とい

う。）の西方に達したとき、Ｂ船が本件灯浮標の南西側にあり、本件

灯浮標に接近する状態であることを認めた。 

船長は、同じ針路でえい
．．

航を続けてもＢ船が本件灯浮標に達する直

前でＡ船を右転させれば、Ｂ船が左方へ振れて本件灯浮標を避けるこ

とができると予測し、Ａ船が本件灯浮標の北方を通過してから右舵を

取ったものの、Ｂ船が左方へ振れず、Ｂ船の右舷船首部が本件灯浮標

に衝突した。 

船長は、Ａ船を右転させた際、Ｂ船が予測したよりも左方へ振れな

かったと本事故後に思った。 

分析 Ａ船引船列は、若松航路の航路外を東北東進中、船長が、Ｂ船が本



件灯浮標に接近する状態でえい
．．

航していることを認めた際、Ａ船を右

転させてＢ船を左方へ振り本件灯浮標を避けることができると予測

し、同じ針路でえい
．．

航を続け、直前でＢ船の本件灯浮標への衝突を避

けようとＡ船が右転したものの、Ｂ船が予測したよりも左方へ振れな

かったことから、Ｂ船の右舷船首部が本件灯浮標に衝突したものと考

えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船引船列が若松航路の航路外を東北東進中、船

長が、Ｂ船が本件灯浮標に接近する状態でえい
．．

航していることを認め

た際、本件灯浮標を避けることができると予測し、同じ針路でえい
．．

航

を続け、直前で右転したものの、Ｂ船が予測したよりも左方へ振れな

かったため、Ｂ船の右舷船首部が本件灯浮標に衝突したものと考えら

れる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・台船等をえい
．．

航して航路を航行する際は、風や潮流の影響、えい
．．

航状態及び操縦性能を考慮し、航路標識等と安全な距離を隔てて

航行すること。 

 


